
公共料金等の新規設定及び変更の取扱いについて

〔AZZJJZ〕
政府の規制する料金または価格(以下「公共料金等』という。)の新規股定及び

変更に係る決定、徳司その他の措置(以下「隠可等」という.)については、消費

者基本法第 16条第Z項の趣旨を踏まえ消費者に与える影響を十分に考慮すべく、

下記により取り扱うこととする。

なお、昭和 47年7月20日付け物価担当官会議申合せ『公共料金轄の改定の取

扱LについてJはこれを廃止する.

記

1.董要な公共料金帯(jjIJ紙1に掲げるもの)の新規股定及び変更(引下げの場合を

除く.)については、所管省庁出偲可等をするに当たり、事前に物価問題に関する

関係閣僚会職(以下「関係閣僚会構』という.)に付践する.

2.上記以外の公共料金等(別紙2に掲げるもり)の新規股定及び変更(引下げの場

合を除く.)については、所官省庁が認可等をするに当たり、消費者庁と事前に協

識を行うものとする固

3 その他は各省庁において処理するものと し、事笹速やかに消費者庁へ情報提供を

行う.

4.ただし、1.&びZ目のうち法律、政令または予揮による等、公共料金等が間接

を経て決定される場合には、重ねて関係閣僚会議への付践や消費者庁との協識を行

うことは要しないこととする。この場合においてぜ所管省庁はあらかじめ法令協織

や予算編成段階等において消費者庁と調整を行うものとする.

5.公共料金等の認可等について、関係閑僚会践内町付酸や消費者庁との協揚が必要、

かっ適当な特別な事情がある場合には、上記にかかわらず、関係閣僚会犠への付識

や消費者庁との協議を行うものとする園

6.公共料金等に関する制度改正などにより本申告せの改定が必要と考えられる場合

は、所管省庁は事前に消費者庁へ連絡するものとする.
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別紙1 物価問題に関する関係閣僚会識に付践する公共料金等
I注1r公共料金の種類J欄で括強固いした項目は、公共料金等部閣畿を経て決定

される場合(本文の記4 に政当)を示す.

所管 公共料金等の種類

総務省 (1)以下に掲げる郵便物、信書便物の料金の上限

①定形郵便物 (26グラム以下のものに限る.)

@料金上限規制の対象となる 25グラム以:Fの信書便物

(2) NTT東西の加入電話、公衆電話、 ISDNの料金に係る基調き料

金指数の揮出方法の殴定又は変更

(3) NTT東西の加入電話、公報電話、 ISDNの料金につき、変更

後の料金の料金指数部(2)の基準料金指数を超える変更

財務省 (1 )製造たばこの小売定価(定価の新規紋定及び変更に係る製造たぱ

この園内市場占有串が 50%を超える場合に限る.)

文部科学省 (1)国立学校授業料の額の標準

厚生労働省 [(l)社錦険診療報酬(錦町改定串割引上げとな掛仇)]

(2)介護報酬(全体の改定串が引上げとなる場合に限るJ
経務産業省 (1 ) 般電気事業者のうち、北海道電力、東北電力、東京電力、北陸

電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電カの供

給約款料金

(2)一般ガス事業者のうち、東京ガス、大阪ガス、東邦ガスの6大都|

市{東京、大阪、名古屋、京都、神戸、横浜)に係る供給約款料

金(引上げとなる場合に限る.) (みなし一般ガス事業は除<.) 

国土交通省 (1)以下に掲げる鉄道事業者の旅客の運賃の上限の変更のうち重要な

もの(運賃の昭可が国土交通大臣に係るものに限る。)

① JR旅客会社(北海道、東日本、東海、西日本、四回、九州)

②民鉄大手 16社(東武、商武、京王、小国晶、東急、京章、

京成、相鉄、名鉄、近鉄、京阪、南海、阪急、阪神、西鉄)

③東京地下鉄及び6大都市{東京都、積浜市、名古屋市、京都

市、大阪市、神戸市をいう.以下岡山)の公営地下鉄

(2)以下に掲げる一般パス事業者(一般乗合旅客自動車置送事業者)

白旅客の運賃の上限の変更のうち重要なもの(運賃町認可が国土

交通大臣I~.係るものに限る.)

①東京都特別区内に路線を有する大手民営事業者(国際興業、

関東パス、西武パス、東急パス、京主パス束、京浜急行パス、

小田恵パス、京成パス、東武パスセントラJレ)

② 6大都市の公営事業者

(3)東京都特別区に係るタクシ一事業者{一般乗用旅客自動車運送事

業者)の基本運賃{ハイヤー及び福祉輸送サービスに係る運賃を

除<.) 
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別紙Z 消費者庁と協議を行うものとする公共料金等

I注)r公共料金の種類J欄で括弧聞いした項目は、公共料金暗部関識を経て決定さ

れる場合(本文の記4.に該当)を示す.

(1) 

1)第三種郵便物、第四種郵便物の料金

{且)圏内篭報に関ずる基本的な料金(通常竃報料)

帯の交付帯の請求に閲する以下の手数料

①盤記事項証明書又は登記簿の勝本若し〈は抄本

@盤記臓別情報に閲する恒明書

③地図等及び土地所在図轄の全部又は一部の写し

@印鑑の恒明書

@建造中町船舶の盛記がないことの旺明

@登記簿又はその付属書類の閲覧

⑦本支庖一括登記

(定価の新規設定及び変更に係る製造たばこの圏内市場占

有串が 1%を超え50%以下の場合に限る.)

(2)製造免ばこの最高販売価格

{価格の新規般定及び変更に係る製造たばこの国内市場占

経済産業省 I(1)一般電気事業者のうち沖縄電力の供給約歎料金

(2)一般ガス理事業者のうちL各都市1;:.係る供給戸数 15万戸以上の

事業者の供給制款料金(引上げとなる場合に限る.) (みなしー
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所管 | 公共料金等の種類

国土:5<通省 1 (1)別紙1の(1)に掲げる鉄道事業者の肱客の運賃の上限出新規

設定及び変更(重要なものを除く.) (運賃の偲可が国土交通大

臣に係るものに限る.)

(2)保有害車数日0両以上(公営事謀者及び三大都市圏に路線を有

する民営事業者については、保有害事羽生90両以上Jの鉄港事業

者又は軌道事業者の旅客の運賃の上限(運賃の隠可が国土交通

大臣It係るものに限る.)

※保有客車数は、換算車両数(定員 145人を1両)とする.

(3)新幹線鉄道に係る特別急行料金の上限

(4)別紙1の (2)に掲げる一般パス事業者(一般需合旅客自動車

運送事業者)の旅客の連演の上限の新規設定及び変更(重要な

ものを除く。) (運賃町認可が国土史酒大臣に将るものに限る.) 

(5 )保有車両数 400台以上(公営事業者及び政令指定都市に路線を

有する民営事業者については、保有車両激200台以土)の一般

パス事業者(ー般乗合旅客自動車運港事業者)の旅客四運賃の

上限(運賃の隠可部国土交通大臣に係石ものに限る.)

(6 )人口田万人以上の都市に係るタクシー事業者(一般無用旅客

自動車遇措事業者)の基本運賃 (1、ィャー及び福祉輸送サーピ

1 スに係る運賃を除<.) 

(7) トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業)における特定地

域の標準哩賃

(8)指定区聞における旅客船事業(一般旅客定期航路事業)の運賃

の上限で、以下に掲げるもの

①主に旅客運迭を行う者で使用する船舶が 10，000t以上の

もの

②主に自動車航送を行う者で使用する船舶が 50，000t以上

のもの一

(9)高速自動車国道、首都高速道路、阪神高漣道路及び本刊四国連

絡高速道路の通行料金(割引制度に係るものを除く.)並びに東

日本高速潜路株式会社、市日;本高速温路株式会社及び西日本高

速道路株式会社に係る高速自動車国道を除く高速道路町通行料

金のうち重要なもの信リ引制度に係るも1のを除<.) 
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閣僚会議の開催について

平成 5年 B月 24日

閣議l 口頭了、解

平成 10年 12月 15日一部改正

平成 12年 12月初日一部改正

平成 18年4月 28日一部改正

平成 21年 8月 25日一部改正

平成 21年 II月.17日一部改正

閣僚会議及び潤僚懇談会等については、「臨僚会議及び閣僚懇談会等の廃止についてJ(平成5年 8

月 13日閣議決定)によりすべて廃止したととろであるが、今回、以下の閣僚会議が必要と認められ

るので、別紙のとおり今後開催するものとする.

物価問題に関する関係閣僚会議

(以下略)

(別紙)

第 1 物価問題に関する関係閣僚会議

1.長期及び短期にわたる物価安定対策に関する重要問題について協議することを目的として、

物価問題に関する関係閣僚会議(以下「会議Jという.)を随時開催する.

2.会議の構成員は，総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済

産業大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(金融)、内閣府特命担当大臣(消費者)、内閣

府特命担当大臣(経済財政政策)及び内閣官房長官とする.

会議には、必要に応じ、関係大臣その他関係者の出席を求めることができる.

3.会議は，内閣官房長官が主宰する.

4.会議の庶務は、消費者庁の協力を得て、内閣官房において処理する.



「物価問題に関する関係閣僚会議Jの開催実績

年月日 案 件

H 6. 3皐 15 社会保険診療報酬の改定

4. 8 0公共料金の取扱いに関する基本方針について
、 7. 26 0公共料金に係る事業の総点検について

8. 5 社会保険診療報酬の改定、中小企業に係る公共料金の改定

9. 20 0高速自動車国道料金の改定

11. 29 中小企業に係る公共料金の改定

12. 6 火災保険料率の改定

12. 20 ONTTの電話料金改定

12. 27 0住宅・都市整備公団の既存賃貸住宅家賃改定

7. 2. 21 東京都の地下鉄、乗合パス及び東京地区タクシーの運賃改定

6. 9 0大手民鉄 14社及ぴ営団地下鉄の運賃改定

12. 19 010電力会社及び3大手ガス会社の料金改定

12. 22 O 新たな園内旅客航空運賃制度について

JR北海道、 JR四国、 JR九州の運賃改定

8. 3. 5 NTTの長距離通話料金改定、社会保険診療報酬の改定

3. 15 名古屋市の地下鉄の運賃改定

8. 23 京都市の地下鉄、乗合パスの運賃改定

9. 1. 14 NTTの長距離通話料金改定

3. 10 0消費税率引土11等に伴う主要な公共料金の改定

4. 25 東京都の地下鉄の運賃改定

6. 17 西日本鉄道側及び大阪市の地下鉄、乗合パスの運賃改定

8. 12 横浜市の地下鉄、乗合パスの運賃改定

11. 28 大手畏鉄5社及び東京都肉民営8社の乗合パス運賃改定

10. 1. 13 NTTの電話料金改定

1..30 010電力会社の料金改定

3. 10 社会保険診療報酬の改定

11.1.29 大阪ガス側の料金改定

2. 16 相撲鉄道闘の運賃改定

7. 16 神戸市地下鉄の運賃改定

12. 2. 8 介護報酬の設定

3. 17 社会保険診療報酬の改定

6. 20 NTT束粛のプライスキャッブ設定

14. 3. 8 社会保険診療報酬の改定

3. 15 西武鉄道側の運賃改定

15. 6. 27 NTT東西のプフイスキャップ設定

17. 2. 22 大手民鉄3社の運賃改定

12. 5 京都市の地下鉄の運賃改定

18. 6. 28 NTT東西のプフイスキャップ設定

19.10. 18 東京地区タクシーの上限運賃

21. 6. 19 NTT東西のプフイスキャップ設定

22. 3. 5 社会保険診療報酬の改定

22. 7. 16 JT製造たばこの小売定価の改定

〈注) 0印iま閣僚会議開催、祭印Iま持ち回り開催を表す。



物価担当官制度の設置止ついて

昭和 41年 5 月 31 日

閣 議決定

昭和 61年 6月 24日一部改正

平成 10年 12月 15日一部改正

平成12年 12月 26日一部改正

平成 16年 4月 9日一部改正

平成 21年 8月 25日一部改正

消費者物価安定の重要性にかんがみ、各省庁所掌事務について物価安定の見

地から所要の調整を行ない、物価政策の強力かっ円滑な推進をはかるため、次

の措置を講ずる。

1 総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び

国土交通省並びに金融庁において、当該省庁の所掌にかかる価格又は料金の

決定および物価に重要な影響のある施策について、物価政策の観点から所要

の調整の事務を担当する審議官クラスの物価操当官1名を指名する。

上記措置は、各省庁設置法による現行の定員の範囲内においτ行なう。

.2 消費者庁に物価担当官会議を設置する。

(エ) 物価担当官会議は、消費者庁長宮:を長とし、各省庁の物価担当官、内

閣官房内閣審議官、内閣府関係政策統括官、公正取引委員会事務総長及び

消費者庁次長をもって構成する。

(2) 物価担当官会議は、必要のある場合、構成員以外の関係行政機関職員

等に対して出席を求めることができる。

ー (3) 物価担当官会議には」必要に応じ、個別の価格安定対策の推進をはか

るために部会を設けることができるものとする。

(4) 物価担当官会議の庶務は、消費者庁が行なうe

3 昭和35年 9月 30日付閣議了解による f消費者物価対策連絡協議会」は

廃止する。



物価担当官会議名簿

I議長】 消費者庁 消費者庁長官

内閣官房 内閣審議官

内閣府 大臣官房長

政策統括官(経済財政運営担当)

政策統括官(経済社会システム担当)

政策統括官(経済財政分析担当)

公正取引委員会 事務総長

金融庁 総務企画局審議官(監督局担当)

消費者庁 次長

総務省 大臣官房長

財務省 大臣官房総括審議官

文部科学省 大臣官房総括審議官

厚生労働省 政策統括官(労働担当)

農林水産省 大臣官房審議官(兼消費・安全局)

経済産業省 大臣官房審議官(経済産業政策担当)

国土交通省 総合政策局審議官



最近の物価担当官会議の開催状況

(1)物価政策一般

年月日 案 件

H10.11.27 年末年始における物価対策について

H11. 11.26 年末年始における物価対策について

H15. 3.24 当面の物価対策について(イラク問題対応)

H16.10.29 
台風23号及び新潟県中越地震等に関する関係府省の取組について

公共料金分野における規制影響分析 (RI A)の検討について

H17: 10. 14 公共料金分野における RIAガイドフイン中間報告について

H17. 12.28 寒波・雪害に関する物価対策について

H18. 1. 13 寒波・雪害に関する物価対策について

H19. 12. 19 生活関連物資等の価格上昇への対策について

物価担当官会議申し合わせ

H20. 2. 8 原油価格、穀物等の原料価格の高膳1::::関連する物価対策

H20. 4.25 生活関連物資等の価絡の現状について

「物価担当官会議申し合わせJ (H19. 12. 19)の再確認

H20. 5. 16 石油製品の価格動向等について

日23. 3.14 東北地方太平洋沖地震への対応について

物価担当官会議申し合わせ

H23. 4. 4 生活関連物資等の価格・需給にかかる各省庁の取組について

H23. 4.28 生活関連物資等の価絡圃需給にかかる各省庁の取組について、

建設資材の価格・需給にかかる各省庁の取組について



(2)公共料金

年月日 案 件

H10. 1. 7 NTTの電話料金改定

1.27 10電力会社の料金改定・

3. 3 社会保険診療報酬の改定

H11. 1.25 大阪ガス闘の料金改定

2. 4 相模鉄道官掲の運賃改定

7. 6 神戸市地下鉄の運賃改定

H12. 1.31 介護報酬の設定

3.10 社会保険診療報酬の改定

6. 8 NTT東西のプフイスキャップ設定

8. 7 公共料金における情報公開の推進について

H14. 3. 1 社会保険診療報酬の改定

3. 8 西武鉄道闘の運賃改定

H15. 6.20 NTT東西のプフイスキャップ設定

H17. 2..15 大手民鉄3社の運賃改定

17.11. 25 京都市地下鉄の運賃改定

H18. 6.40 附TT東西のプライズキャップ設定

H19. 10. 12 東京地区タクシーの上限運賃改定

H21. 6.11 NTT東西のプライスキャップ設定


